
議   第  ３６０  号   

令和 ２ 年１１月３０日提出   

 

   財産の交換について 

 

 財産を次のように交換する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

１ 財産 

 (1) 交換受財産  土地 ２７３．５０平方メートル 

 (2) 交換渡財産  土地 １３８．６２平方メートル 

２ 所在地 

 (1) 交換受財産  熊本市東区若葉３丁目１９番１の一部 

 (2) 交換渡財産  熊本市東区若葉３丁目１１番 

３ 交換差額（熊本市支払額）  １０，２７０，０５０円 

４ 相手方  福岡市博多区博多駅前３丁目２５番２１号 

       九州旅客鉄道 株式会社 

       代表取締役社長 青柳 俊彦 

 

（提出理由） 

健軍文化ホールアプローチ用地取得事業に伴う土地の交換について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づき、市議会の議決

を求める必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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